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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、下記の経営理念のもと、経営の効率性、透明性を確保しつつ、ステークホルダーとの信頼関係を強化することが、企業価値を

向上させると考えております。これらを実践するためにコーポレートガバナンスの強化、充実が必要であると考えております。

（経営理念）

・当社は、常にお客様のニーズを先取りし、期待に応えます。

・当社は、物流業務を通じて社会に貢献します。

・当社は、株主、従業員に豊かさを還元します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

補充原則１－２－４(議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳)

当社では現在のところ、株主構成、株主数等を勘案すると、議決権の電子行使を可能とするための環境作り（議決権電子行使プラットフォーム

の利用等）や招集通知の英訳は特に必要はないと考えております。

原則１－４（政策保有株式）

物流業界は、広い範囲で顧客との接点があり、また事業活動においては様々な企業との協力体制が不可欠であります。当社においては保有を継
続するかどうかは、取引の維持・強化の必要性、協力関係の有無等を判断材料としております。保有株式については取締役会において毎期見直
し、営業取引を解消したものや当社グループの企業価値の維持及び向上の効果等が乏しいと判断された銘柄については売却を検討します。

議決権の行使に当たっては、当社の企業価値の維持及び向上に資するか否かを判断した上で議案に対する賛否を決定し、安易に肯定的な議決
権行使のみを行いません。

補充原則２－５－１（経営陣から独立した窓口の設置）

当社は、経営企画部が内部通報を受けると、速やかに常勤の監査等委員を通して監査等委員会に報告される体制となっておりますが、現在のと
ころ経営陣から独立した通報窓口は設けておりません。経営陣から独立した通報窓口の必要性については今後検討いたします。また、「内部通報
処理に関する規程」に通報者の保護を明記し、内部通報をした者が当該報告をしたことを理由として、不利益な取り扱いを受けないよう周知徹底
し、これに違反をした者に対しては処分を課することとしております。

補充原則３－１－２（英語での情報の開示・提供）

当社は、外国人株主の全体に占める比率を勘案し、現在のところ英語での情報の開示・提供等の予定はありません。今後、状況に変化が生じ

た際には適切に対応してまいります。

補充原則４－８－１（独立社外取締役の情報交換・認識共有）

当社では現在のところ、独立社外取締役を2名選任しておりますが、独立社外取締役のみの会合は行っておりません。独立社外取締役に対して
は、取締役会において独立した判断を実行できるように、常勤取締役や関連各部署との連携により、内容によっては事前の説明や資料の配布を
行う等、積極的に情報提供を行っております。

補充原則４－８－２（独立社外取締役の経営陣・監査役との連携）

当社では現在のところ、独立社外取締役は2名選任しておりますが、筆頭者を選定することにより、序列の意識や筆頭者に対する依存の意識が発
生する懸念もあります。当社は取締役会が、社外取締役の自由な意見を発信できる場として考えており、経営陣や監査等委員会との連絡・調整に
ついては常勤の監査等委員である取締役を中心に、管理各部門において、適切なサポートを実施してまいります。

原則４－１１（取締役会の実効性確保のための前提条件）

当社の取締役会は、女性や外国人は選任しておりませんが、当社出身者に加え、金融機関出身者や大学教授等多様なメンバーで構成されてお
ります。また、監査等委員は財務・会計に関する専門的な知見は有しておりませんが、会計監査人との連携により、監督機能の向上を図っており
ます。取締役会の実効性の評価については、中立性や客観性を確保するため、評価プロセスの指揮を社外取締役（監査等委員ではない社外取
締役）が中心となって、取締役会の実効性を取締役会で分析・評価し、その結果の概要を開示することとしております。

補充原則５－１－２（株主との対話）

(iii) 個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み

当社では株主総会の場以外での業績説明会等は開催しておりませんが、株主に適正な投資判断を行っていただくために、インサイダー情報管

理に留意しながら迅速に情報開示を行っております。

原則５－２（経営戦略や経営計画の策定・公表）

当社は、中期経営計画に基づき目標の設定を行い公表するとともに、進捗状況の確認と分析を行いながら必要に応じて適宜、目標の変更や方針
の見直しを行います。

資本コストを把握した経営計画の策定については今後の経営課題として取組んでまいります。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則１－７（関連当事者間の取引）

取締役会規程により、当社が当社役員との取引を行う場合には、取締役会の承認決議が必要なことが定められております。主要なグループ会

社の役員に対しては年に一度、関連当事者間の取引の有無に関する確認書の提出を義務付けております。

また、支配株主等との取引については、一般的な市場価格による条件によっており、取引の重要度が高いものについては取締役会における承

認を要することとし、有価証券報告書等で適切に開示いたします。

原則２－６（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社の企業年金は、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しており、年金資産を保有しておりません。

原則３－１（情報開示の充実）

(i)会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

経営理念については「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」をご参照ください。当社グループの主たる事業である物流事業は、公共性
の高い業種であります。物流業者として社会に貢献し、多様化する物流ニーズに的確に対応していくため、財務体質の強化等に意を用いながら、
中長期的に安定的な利益の確保を目指します。

また、中期経営計画に則り、当社グループの経営戦略、経営計画についての情報を今後、適宜発信してまいります。

(ii)基本的な考え方

当報告書１．の「基本的な考え方」をご参照ください。

(iii)報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役の報酬は、株主総会の決議により、取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定しております。そして、社外取締役及び監査等委員を除い
た取締役の報酬は、役位に応じてあらかじめ定められた固定額に加え、業績に連動した現金・株式報酬を組み入れることとしております。報酬は、
報酬委員会での助言・提言を参考にして決定されます。

(iv)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役の選任については、得意とする分野における能力、知識、経験、実績等を勘案し、将来にわたって当社業績、企業価値の向上に貢献でき
るかを総合的に判断して、指名委員会による審査、答申を受けた後、取締役会が決定します。

また、取締役が法令・定款違反を行った場合や当社が求める人材の条件から逸脱する状況に至った場合、指名委員会による審査、答申を受けた
後、取締役会において解任議案を決定します。

(v)選解任の説明

取締役候補者の経歴、選解任理由について株主総会参考書類に記載いたします。

補充原則４－１－1（委任の範囲）

当社では「取締役会規程」により、取締役会の決議事項を以下のとおり定めております。

1. 株主総会に関する事項

(1)株主総会の招集の決定

(2)株主総会の付議事項の決定

(3)事業報告・計算書類及び付属明細書の承認

2. 役員に関する事項

(1)代表取締役の選定、解職

(2)会長、社長、副社長、専務取締役及び常務取締役の選定、解職

(3)代表取締役以外で業務を執行する取締役の指名

(4)取締役の担当の決定

(5)取締役の競業取引の承認

(6)取締役と会社の自己取引の承認

3. 経営計画に関する事項

(1)重要な経営計画の策定

4. 財務に関する事項

(1)新株式の発行

(2)転換社債の発行

(3)新株引受権付社債の発行

5. その他の重要な業務執行に関する事項

(1)期末配当及び中間配当の実施

(2)内部統制に関する事項

(3)取締役の損害賠償責任の免除に関する事項

(4)定款25条の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任

(5)その他取締役会が必要と認めた事項

(6)その他法令又は定款に定められた事項

その他は取締役へ委任しております。委任の範囲の変更が必要となった場合には、取締役会にて決議し、その内容を開示いたします。

原則４－９（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

独立社外取締役は、その独立性判断基準として、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことに加え、当社の経営に対し

助言・監督ができる、高い見識を持つ候補者を選任することとしております。

補充原則４－１１－1（取締役の選任）

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会の運営が効果的、効率的に実施できるように、当社グループの業務に精通したグ
ループ内出身者に加え、金融関係の出身者、大学教授というメンバー6名で構成されております。取締役候補者の選定に関しては、得意とする分
野における能力、知識、経験、実績等を勘案し、将来にわたって当社業績、企業価値の向上に貢献できるかを総合的に判断して、取締役会で決
定します。

補充原則４－１１－2（兼任状況の開示）

事業報告及び株主総会参考書類において、各取締役の兼任状況を毎年開示しております。

補充原則４－１１－3（取締役会の実効性の分析・評価）



取締役会の実効性に関する分析及び評価の結果は、次のとおりであります。

1.当社取締役会は、多様な見識・経験を有する取締役により構成され、効率的な審議と決議及び重要な業務執行の監督についての役割・責務を
適切に果たしている。

2.当社取締役会では開かれた議論が行われ、効率的な決議を行う方法、機会として機能している。

3.実効性向上にむけた、社外役員に対する議案の事前説明・事業説明等の取組みは社外役員への情報提供の方法・機会として機能している。

補充原則４－１４－2（取締役・監査役に対するトレーニングの方針）

新任取締役は就任時、外部セミナーを受講して、その役割、責務に係る理解を深めております。また、就任後においてもそれぞれ担当する分野に
ついての専門的知識を高めるため、各研修セミナーへ積極的に参加しております。

原則５－１（株主との建設的な対話に関する方針）

当社の情報開示は、経営企画部、経理部が担当しております。株主の利益に影響を及ぼす重要な事項については迅速にプレスリリースを行い、
ウェブサイトに掲載するとともに、経営・財務活動についてタイムリーに情報開示を行うため、四半期ごとに東京証券取引所において記者発表

を行っております。個別面談の申し入れがあれば、その都度、適任者を選定し対応をとっております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

野村土地建物株式会社 7,542,229 46.25

株式会社りそな銀行 754,000 4.62

野村ホールディングス株式会社 715,000 4.38

塚田正喜 254,500 1.56

城見不動産株式会社 182,600 1.12

三和建設株式会社 179,821 1.10

杉村倉庫従業員持株会 173,007 1.06

株式会社住友倉庫 163,150 1.00

株式会社上組 150,310 0.92

日本管財株式会社 130,000 0.80

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 野村ホールディングス株式会社　（上場：東京、名古屋）　（コード）　8604

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 倉庫・運輸関連業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社の親会社である野村ホールディングス株式会社及び当社グループとの間の取引条件は、他の一般の取引先と同様の基準で合理的に決定

しており、少数株主の利益を阻害しておりません。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情



当社の親会社である野村ホールディングス株式会社は、当社の経営方針の策定や事業計画に関与しておりません。親会社から当社グループの
事業運営に対する制約はないため、独立性は確保されていると考えております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

宮川壽夫 他の会社の出身者 △ △

澤田司 他の会社の出身者 △ △

吉井宏 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

宮川壽夫 　 ○

当社の親会社である野村ホールディング
ス株式会社の子会社の野村證券株式会
社の出身であります。当社は、両社との間
に役務提供等の取引がありますが、取引
条件は一般の取引条件と同様のものであ
り、その金額は僅少であります。

宮川壽夫氏は、大阪市立大学大学院経営学研
究科教授として同分野を研究されており、豊富
な知識と高い見識を有していることから、客観
的に当社グループの経営活動に関する監督、
助言をしていただけるものと考えております。同
氏は当社の親会社である野村ホールディング
ス株式会社の子会社の野村證券株式会社の
出身でありますが、同社を退社後10年以上経
過しており、両社から当社の経営の意思決定
に影響を受けることはありません。以上により、
当社は同氏が一般株主と利益相反が生じるお
それがないと判断したため、同氏を独立役員と
して届け出ております。



澤田司 ○ 　

当社の親会社である野村ホールディング
ス株式会社の子会社である野村證券株式
会社及び野村ビジネスサービス株式会社
の出身であります。当社は、両社との間に
役務提供等の取引がありますが、取引条
件は一般の取引条件と同様のものであ
り、その金額は僅少であります。

澤田司氏は、金融機関における長年の経験か
ら当社グループの経営に関して有益な意見を
述べると共に客観的、中立的な監査・監督をし
ていただくことを期待して選任しております。同
氏は当社の親会社である野村ホールディング
ス株式会社の子会社である野村證券株式会社
及び野村ビジネスサービス株式会社の出身で
ありますが、両社は当社の事業計画に関与し
ておりません。

吉井宏 ○ ○

当社の取引銀行のひとつである株式会社
りそな銀行出身で、現在は株式会社鴻池
組の営業顧問(非常勤)を兼務しておりま
す。当社は同社との間には取引関係はあ
りません。

吉井宏氏は、豊富な知識と高い見識を有して
おり、長年の金融機関での知識と経験を生か
し、当社の経営に対し客観的、中立的な立場で
監査・監督をしていただくことを期待しておりま
す。当社は、複数の銀行より運転資金及び設
備資金の融資を受けており、株式会社りそな銀
行は当社の取引先のひとつであります。同氏
は株式会社りそな銀行を退任後、10年以上経
過しており、一般株主と利益相反は生じるおそ
れがないと判断したため、社外取締役として選
任し、独立役員として届け出ております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 2 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

現状は常勤の監査等委員が対応可能であります。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査人と常勤監査等委員は両者とも本社内に在籍しており、常に連携できる環境であります。定期的に行われる当社グループの重要な部門
への内部監査においては、常勤監査等委員がこれに同行し、重要な課題については監査等委員会を通じて社外監査等委員に詳細な報告ができ
る体制となっております。また、会計上の重要課題が生じれば、毎月の会計監査人の来社の折に三者で適時会合を行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 4 3 2 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

取締役（監査等委員を除く。）の人事や報酬の決定について、客観性や透明性を確保するための取締役会の諮問機関として、指名委員会および
報酬委員会を設置しております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　取締役へのインセンティブ付けの方策として、報酬はあらかじめ定められた固定額に加え、業績に連動した現金・株式報酬を組み入れておりま
す。株式報酬は、取締役報酬の枠内において一定の上限額を設けた株式報酬型ストック・オプション制度及び譲渡制限付株式報酬制度を採用し
ております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、子会社の取締役

該当項目に関する補足説明

株式報酬型ストック・オプション制度は、社外及び監査等委員である取締役を除いた取締役及び子会社の取締役が対象となっております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　2020年3月期における取締役及び監査等委員の報酬等の総額

　取締役(監査等委員を除く。) 　8名　 報酬等の額 155百万円

　(うち社外取締役)　　　　　 (1名)　報酬等の額　(3百万円)

　取締役（監査等委員）　　　 3名　報酬等の額　26百万円

　(うち社外取締役)　　　　　 (2名)　報酬等の額　(13百万円)

　合計　　　　　　　　　　　 　　11名　報酬等の額 182百万円

(注)　報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与は含めておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

[コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示]原則3-1(情報開示の充実)

(iii)報酬を決定するのに当っての方針と手続きに記載のとおりであります。

【社外取締役のサポート体制】

社外監査等委員を補佐する担当者、担当セクションは特に設けておりませんが、当該監査等委員への情報伝達は経営企画部によって行われて
ております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　取締役会は2020年6月26日現在、監査等委員である取締役が3名（うち社外取締役2名）とそれ以外の取締役が6名（うち社外取締役1名）の合計
9名で構成されております。取締役会は原則月1回開催され、法令や定款に定める事項をはじめとする重要事項を決定するとともに、取締役の業
務執行状況を監督しております。また、毎月2回、常勤の当社取締役及び子会社の取締役が出席する経営会議が開催されており、グループ全体
の経営計画に関する重要事項、組織・財務に関する重要な事項等の審議、グループ各社の業績報告等を行っております。

　この他、当社グループの常勤の取締役及び幹部社員で構成される合同管理職会議や常勤の取締役（監査等委員を除く。）や営業所長で構成さ
れる営業会議等が定期的に開催され、業務状況の報告確認等を行っております。また、法令遵守、公正な業務運営の確保のために社長を委員
長とするコンプライアンス委員会を設置し、その傘下に地区・子会社による分科会を設置して、コンプライアンス経営の徹底・啓発を図り、倫理教



育、内部報告体制をとっております。

　監査等委員会は、監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）で構成されており、原則月1回開催されます。監査等委員である取締役は
取締役会その他重要な会議において取締役（監査等委員を除く。）の職務執行について、適法性及び妥当性の観点から常時監視・監督を行う体
制となっております。また、内部監査室や会計監査人との相互連携により情報交換を行いつつ、監査の実効性を保持しております。

　さらに、社外取締役をメンバーに加えた指名委員会、報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置し、取締役（監査等委員を除く）の人事や報
酬案の策定について助言・提言を行い、客観性・透明性を確保する体制となっております。

　当社の会計監査はEY新日本有限責任監査法人に委嘱しております。また、顧問弁護士には専門的立場より相談に応じていただいております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、経営の効率性・透明性を確保しつつ、ステークホルダーとの信頼関係を継続させることが企業価値を向上させると考えており、これらを
実践するためにコーポレート・ガバナンス体制の強化、充実を図ります。

　上記「２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレートガバナンス体制の概要）」にあるとおり、業務執行を

適正に監視しうるチェック体制によって経営監視機能を実行できるガバナンス体制であると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定発送期限の7日前に発送

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載 決算短信

その他 取引所記者クラブにて年２回決算説明

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（１）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役・使用人の職務執行は法令、定款及び社内規程の定めによるとともに、法令遵守、公正な業務運営の確保が基本である旨の社風作りを
目指す。社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、その下に地区・子会社による分科会を設置、コンプライアンス経営の徹底・啓発を
図り、倫理教育・内部報告体制をとる。

　「内部通報処理に関する規程」において、使用人等からの組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報を受ける窓口（通報
窓口）の設置を定め、不正行為等の早期発見と是正を図る。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報は議事録・稟議書・契約書等の文書により保存するものとし、その保存期間及び管理体制については文書簿表保
存規程による。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　損失の危険の管理は「杉村グループリスク管理規程」及び関連社内諸規程の定めによる。

定期的にリスクマネジメント委員会を開催し、事業の継続及び安定的発展を阻害すると想定される様々なリスクを分析し、またその対策を検討し、
社内で共有することにより、そのリスクの回避または低減を図る。また内部監査室が定期的にリスク対策等の状況を検証し、その結果を社長及び
監査等委員会に報告する。

　重大な損失またはその恐れが発生した場合は、社長はリスク管理責任者を指名してリスク対策室を設置し、当社の損失を早期にかつ最小限に
止める措置を講じる。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

　経営に係わる重要事項については社内規程に従い、経営会議の審議を経て取締役会において社外取締役も交え協議の上、執行決定を行う。

　取締役会等での決定に基づく業務執行は、社長の下、業務担当取締役、各部室長が遂行し、それぞれの組織権限や実行責任者、業務手続き
は社内規程による。

（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　杉村グループ全社を対象とした「杉村グループ倫理規程」、「コンプライアンス委員会規程」、「内部通報処理に関する規程」及び「杉村グループリ
スク管理規程」を設け、適切に運用するとともに次の体制を維持することにより、子会社を含む企業集団として業務の適正を確保する。

　イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制

　月2 回開催する経営会議において、各子会社の社長は営業報告並びに重要な取締役会決議事項の執行状況の報告を行う。

　年2 回開催する杉村グループ取締役（社外取締役を除く。）及び管理職による合同管理職会議において、事業結果の検証とグループ目標の明

確な付与を行うとともに、グループの連帯感の維持向上を図る。

　ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　子会社の損失の危険の管理は「杉村グループリスク管理規程」及び子会社の諸規程の定めによる。経営会議及びリスクマネジメント委員会で、
子会社から事業の継続及び安定的発展を阻害すると想定されるリスクの報告を求め、そのリスク発生が当社に及ぼす損失を分析・検討し、社長
はリスクの回避または低減に必要な措置を子会社の社長に指示する。

　また内部監査室が子会社の内部監査室等と連携し、定期的に子会社のリスク対策等の状況を検証し、その結果を社長、監査等委員会及び子
会社の社長に報告する。

　子会社に重大な損失またはその恐れが発生し、当社に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、社長は当社からリスク管理責任者を指名してス
ク対策室を設置し、子会社及び当社の損失を早期かつ最小限に止める措置を講じる。

　ハ．子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

　子会社の社長が経営会議に出席し、子会社の経営計画に関する事項、財務に関する事項、稟議に関する事項及びその他業務執行上で重要と
認められる事項の報告を行い、社長は必要があると認める場合は子会社の社長に指示・助言を行う。

　ニ．子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「杉村グループ倫理規程」を共有して、子会社の法令遵守及び公正な業務運営の確保を図るとともに、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。
当社社長を委員長とするコンプライアンス委員会に子会社の取締役・使用人の出席を求め、子会社のコンプライアンス経営並びに倫理教育・内部
報告体制を確認する。また子会社のコンプライアンス分科会を通して、子会社の使用人へのコンプライアンス意識向上の体制を確認する。

（６）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役（監査
等委員を除く。）からの独立性に関する事項、並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に対する事項

　社長は監査等委員会より監査等委員会の職務の補助をすべき使用人（以下、「補助使用人」という。）を置くことを求められた場合、取締役会で
補助使用人の人数地位等について審議の上決定する。

　監査等委員会の補助使用人は、監査等委員会の円滑な運営及び監査の有効化を図るため、監査等委員会の指示・命令に従い、他の業務から
独立して監査等委員会の補助業務を行う。

またその補助使用人は、監査等委員会が必要と認める社内会議及び研修会等に出席する。

　監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動考課については、あらかじめ監査等委員会の同意を求める。また、賃金その他報酬につい
てもあらかじめ監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会で決定する。

（７）監査等委員会への報告に関する体制

　次の体制を維持して、監査等委員会への報告に関する体制を確保する。

　イ．取締役（監査等委員を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その

　他の監査等委員会への報告に関する体制

　取締役（監査等委員を除く。）及び使用人は、監査等委員が重要な会議に出席しなかった場合、求めに応じて付議された案件等について監査等
委員会に報告する。また当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、内部監査室が実施した監査の結果も監査等委員会に報告する。その他、監
査等委員会から職務遂行について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

　「内部通報処理に関する規程」により設けられた通報窓口に寄せられた情報を、窓口管理者は定期的に監査等委員会に報告する。内部調査等
が行われた場合は、調査結果、是正措置及び再発防止策も随時、監査等委員会に報告する。

　ロ．子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告するための体制

　監査等委員は子会社の取締役会その他重要な会議に陪席することができる。

　子会社の取締役及び使用人は、監査等委員が子会社の取締役会等重要な会議に陪席しなかった場合、求めに応じて付議された案件等につい



て監査等委員に報告する。また当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、子会社の内部監査室等が実施した監査の結果も報告する。その他、
監査等委員会から職務遂行について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

　「内部通報処理に関する規程」は杉村グループ全社を対象としている。そのため子会社の取締役及び使用人からの内部通報も当社通報窓口が
受け取り、その情報は上記イと同様の扱いになる。

（８）内部通報等で報告をした者がその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　杉村グループの「内部通報処理に関する規程」に、通報者の保護を明記し、当社グループの取締役及び使用人に対して、内部通報をした者が当
該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを行わないことを周知徹底する。また、当社及び子会社は、通報者の職場環境が悪化することの
ないよう適切な措置をとる。

（９）監査等委員の職務について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員がその職務の執行について、会社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い、支出した費用の償還、又は負担した債
務の債権者に対する弁済の請求があったときは、その請求に係る費用等が監査等委員の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速や
かにその費用、償還又は弁済を処理する。

（１０）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員が重要な会議、委員会に出席できる体制をとる。

　議事録、稟議書、契約書等の文書は監査等委員会の縦覧に供する。

　監査等委員会は必要に応じて各種会議の担当者に対して必要な調査、報告等を要請することができる。

　内部監査室は、監査等委員会と緊密な連携を保持し、また、監査等委員会の要請に応じてその監査に協力する。

（１１）財務報告の信頼性を確保するための体制

　財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制システムを構築する。

　杉村グループの取締役全員（非常勤を除く。）と幹部社員で構成する内部統制委員会を設置し、現状の把握、不備・是正の検討、体制の見直し
等を行い、適切な体制を整備する。

　また、その体制の信頼性、適正性を維持・向上するため整備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行うものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

「杉村グループ倫理規程」に「市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人に対しては、毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断する。」

と定め、反社会的勢力に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

１．情報取扱責任者及び担当部署

情報取扱責任者は経営企画部長の田中康裕、担当部署は経営企画部、経理部であります。

経営企画部は当社グループの決定事項、発生事項に関する情報を担当しております。また、経理部は子会社、関連会社を含む当社グループの財
務状態、経営成績等決算に関する情報を担当しております。

２．情報の把握、開示

各担当部署では、金融商品取引法、関連法令、東京証券取引所の定める「会社情報適時開示ガイドブック」の開示事例を基に情報を収集、管

理し開示事項に該当する可能性がある事項については担当役員を通じ経営会議、取締役会に上程し、決議結果を速やかに開示できる体制をとっ
ております。

当社の経営組織その他コーポレートガバナンスの体制


